 
内航一般不定期航路事業について
四国運輸局海事振興部海運・港運課


申請者の義務等

利用者保護のための規定
・　運賃・料金及び運送約款に関して、利用者がいつでも閲覧できるよう公示しなければなりません
・　また、ウェブサイトへの掲載も必要になります。（事業に常時使用する従業員20人以下の場合又
　　は自ら管理するウェブサイトを有していない場合は不要です。）

旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金例を参考に定めて、船内や乗り場等
分かりやすい場所に掲示してください

(自動車航送をする場合は、自動車航送に係る運賃及び料金)
運送約款


· 旅客名簿の据置き義務があります。対象は以下のとおりです。
・平水は対象外。
・沿海を航行する場合かつ、航行時間（港から港）が50分以上の場合は対象。
・沿海を航行する場合でも、50分未満なら対象外。

・　特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをしてはいけません。


報告の徴収・立入検査等
・　毎年度輸送実績報告書の提出が必要です。運航した区間、使用船名、輸送人員、運行日数、運航回数を控えておいてください。

· 旅客船(旅客定員13人以上の船舶)の場合は、運航日程が決定しましたら、当局へご一報ください。
運航ごとに、変更申請書の提出とともに臨時報告書の提出も必要です。

・　事業場・船舶への立入検査をする場合があります。

※重要※
別途、安全関係にかかるお手続き等については、管轄の運航労務監理官までお問い合わせください。


